
31つくば教健第648号  

令和２年（2020年）３月５日  

 保護者 様 

   つくば市教育局健康教育課長 

 

臨時休業期間における給食費について 

 

 日頃より、つくば市の学校給食の運営に御理解・御協力をいただき、御礼申し上げます。 

 臨時休業期間中の給食費の取り扱いについて、下記のとおり、お知らせいたします。 

保護者の皆様には、御迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 

なお、卒業式、継志式及び修了式につきましては、配付済みの献立表に記載のとおり、給 

食の提供はありませんので、御留意ください。 

 

記 

 

１ 給食費（３月分）     

（1）３月６日以降の給食提供を希望した場合は、月額とし、返金はありません。 

  （2）３月６日以降の給食提供を希望しない場合は、２日から５日までの日額とし、差 

額分を返金します。 

 

２ 返金方法    

   給食費振替口座への振込での対応とします。 

 

３ 返金に要する期間  

準備が整い次第、順次返金いたします。ただし、該当者が多数となることも想定さ 

れるため、４月まで期間を要することがありますので、予め御了承ください。 

 

４ 留意事項     

   返金が確認されるまでは、給食費振替口座の解約、変更等の手続きをお控え下さい

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 

【問合せ先】 

つくば市教育局健康教育課学校給食係 

TEL：029-883-1111（内線4931） 

 


